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問 題 

 

我が国の政府体系や広域行政を巡る論議の一つとして道州制の問題があります。道州制

論は、戦前から存在し、戦後も 1950 年代に盛んに議論され、更に 21 世紀に入り、我が国

の行政体制の変化を踏まえ、再び盛んになっています。 
 
 道州制は、道州自身の性格の視点から整理してみると、次の４つの類型があると考えら

れています。 
 Ａ 国の行政機関としての道州 
 Ｂ 地方公共団体としての性格と国家的性格を有する中間団体としての道州 
 Ｃ 地方公共団体としての道州 
 Ｄ 連邦制国家の構成単位としての道州 
 
 このことに関し、以下の２点について、合わせて 1,200 字以内で述べなさい。 
 
１ 上記Ａ～Ｄのそれぞれについて、その類型を採用した場合、我が国の政府体系（中央

地方の関係）にどのような影響を与えるか、採用した場合のメリット・デメリットを含め

て論じなさい。 
 
２ 例えば平成 20 年 3 月に出された内閣官房の道州制ビジョン懇談会中間報告が唱えた

地域主権型道州制のように現在の都道府県・市町村に代えて道州・基礎自治体を置く議論

を前提とした場合、道州制の導入に対する賛成論の論拠と反対論の論拠として考えられる

事柄をそれぞれ挙げなさい。さらに、我が国にとって望ましい道州制の在り方についてあ

なたの考えを述べなさい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


